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研究要旨 
本研究では、改正健康増進法施行前の家庭における受動喫煙防止状況について、実態

を把握し、東京都子どもを受動喫煙から守る条例が制定された影響を評価した。 
日本の一般住民を対象としたインターネット縦断調査データを用いて、東京都居住者

とコントロール地域居住者それぞれにおける 2018 年および 2019 年の家庭が屋内禁煙

である者の割合の変化を Difference-in-Difference（DID）法を用いて分析した。 
コントロール 1（東京都を除いた 46 都道府県に居住する者）、コントロール 2（関東

地方を除いた都道府県に居住する者）、コントロール 3（政令指定都市を有する都道府

県に居住する者）の 3 種類のコントロールを用いて解析を行った結果、いずれのコント

ロールを用いた場合も有意差を認めなかった。また、性別、年齢、喫煙状況、世帯年収、

住居、仕事の状況、学歴、婚姻状況のいずれの属性で層別化した場合でも有意差は認め

られなかった。このことから、条例の施行により東京都民とその他の地域居住者におい

て家庭での喫煙ルール変化に有意な差が無かったことが示唆された。 

 
Ａ．研究目的 

受動喫煙には子どもの健康への悪影響があ

る。そのため、2018 年 4 月 1 日に東京都で

は「東京都子どもを受動喫煙から守る条例」

が施行された。本研究では、改正健康増進法

施行前の家庭における受動喫煙防止状況につ

いて実態を把握し、東京都の条例の施行前後

の家庭における喫煙ルールの変化の分析によ

り条例の影響を評価した。 
 
Ｂ．研究方法 

2018 年 1 月 26 日～3 月 20 日および 2019
年 2 月 2～25 日に日本の一般住民を対象とし

てインターネット縦断調査を実施した

（JASTIS 研究）。東京都居住者とコントロー

ル地域居住者それぞれにおける 2018 年およ

び 2019 年の家庭が屋内禁煙である者の割合

の 変 化 を 差 分 の 差 分 （ Difference-in-
Difference、 DID）法を用いて分析した。 
  
 
（倫理面への配慮） 

この研究は大阪国際がんセンターの研究

倫理委員会（No. 1611079163）の審査・承認

を得て実施された。 
 
Ｃ．研究結果および考察 

コントロール 1（東京都を除いた 46 都道府

県に居住する者）、コントロール 2（関東地方

を除いた都道府県に居住する者）、コントロー

ル 3（政令指定都市を有する都道府県に居住

する者）の 3 種類のコントロールを用いて解

析を行ったが、共変量調整 DID は、コントロ

ール 1 で−1.0%ポイント（95%信頼区間

（CI)=−5.8、 3.9）、コントロール 2 で−1.0%
ポイント（95% CI=−5.9、 4.0）、コントロー

ル 3 で−1.0%ポイント（95% CI=−5.9、 3.9）
であり、いずれのコントロールを用いた場合

も有意差を認めなかった。また、性別、年齢、

喫煙状況、世帯年収、住居、仕事の状況、学

歴、婚姻状況のいずれの属性で層別化した場

合でも有意差は認められなかった。このこと

から、条例の施行により東京都民とその他の

地域居住者において家庭での喫煙ルール変化

に有意な差が無かったことが示唆された。 
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D．結論 

本研究により、「東京都子どもを受動喫煙

から守る条例」施行前の 2018 年と施行後の

2019 年で、東京都民の家庭での喫煙ルール

は東京都以外の居住者の家庭と比べて、変化

しなかったことが明らかになった。今後の自

治体における受動喫煙防止条例の立案および

推進方策について検討する上で、本研究は有

用な資料になるものと考えられる。 
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